
日時：２０２１年８月２９日（日） 10：30～12：00

講師 新潟大学医歯学総合病院 小児歯科・障がい者歯科

大島 邦子 先生

会場：新潟県歯科医師会館 大会議室（３階）

２０２１年度
新潟大学歯学部同窓会学術セミナーⅡのご案内

《ご略歴》
1987年 新潟大学歯学部卒業（17期生）
1989年 新潟大学歯学部小児歯科学分野助教
1994年 新潟大学博士（歯学）取得
2003年 新潟大学医歯学総合病院特殊歯科総合治療部講師
2006年 新潟大学医歯学総合病院小児歯科診療室講師
2015年 新潟大学医歯学総合病院小児歯科障がい者歯科病院准教授

日本小児歯科学会専門医・専門医指導医
日本障害者歯科学会専門医

障害者歯科は歯科衛生士が輝ける場

今回は通常形式の開催となりますので、下記にご注意ください。
１．会館内では、必ずマスクを着用してください。
２．会館内では密を避けて下さい。
３．会館に置かれた消毒薬にて手指消毒を行って下さい。
４．セミナー終了後は、すみやかに退出をお願いいたします。

参加費：同窓会員 歯科医師 4,000円
同窓会員以外の歯科医師・医師 8,000円
歯科衛生士を含む歯科医師・医師以外の職種 2,000円

新潟大学歯学部同窓生および同窓会準会員で、同窓会費の新規および現在口座

自動振替利用会員さらに前納制度払い込み済み卒後5年目以内の方は無料です。

主催：新潟大学歯学部同窓会 後援：新潟県歯科衛生士会

※本セミナーは日本歯科衛生士会の研修1単位が取得できます

感染拡大状況によってはセミナー中止の場合がございますので、ご了承下さい

定員：４０名（新潟県内在住者のみ・申し込み順）



お問い合わせ先 新潟大学歯学部同窓会学術部
gakujyutsu@al-dent-niigata-u.jp

申し込み方法

※セミナー申し込み方法はメール受付のみです。携帯電話から送信する場合は必ずドメイン（@al-dent-niigata-u.jp）指

定受信の設定をして下さい。

※申し込み順に「申し込み確認票」をメール送信いたします。申し込み確認票に参加費の振込先及び入金期日を記載

いたします。期日までに参加費をご入金下さい。

※お申し込みは、以下の必要事項を新潟大学歯学部同窓会学術部（gakujyutsu@al-dent-niigata-u.jp）にメールで

ご連絡下さい。タイトルは「同窓会学術セミナーⅡ申し込み」として下さい。

必要事項 氏名：
出身大学：

卒業年度（何期）：

メールアドレス：

※申し込み締め切りは2021年8月20日（金）です。

※キャンセルの場合は、入金いただいた受講料の返金は行いません。代理出席は可能ですので、受講者が変更にな

る場合は事前にご連絡下さい。

※自家用車で来られる方は、新潟県歯科医師会館専用駐車場をご利用ください。
※本セミナーは、日本歯科衛生士会の研修１単位（リフレッシュコース：障害者歯科保健）が取得できます。

※日本歯科医師会会員の先生方は、日本歯科医師会生涯研修事業の単位を取得できます。当日は、ICカードをご持

参ください。

ノーマライゼーションという言葉は1950年代にデンマークのバンク・ミケルセンとい
う社会運動家が提唱したもので、それから70年、日本でもこの言葉を知らない人は
いない状況になりました。脱施設化が叫ばれ、地域社会での共生が図られています。
また、今まではっきり分からない苦しみを抱えていた人々が自閉スペクトラム症や
ADHDであったことがわかり、自らカミングアウトする時代にもなりました。新生児医
療の発達により、医療的依存度の高い医療的ケア児も在宅で過ごせるようになって
います。すぐ隣に障害児者はいるのです。2016年に施行された障害者差別解消法
では、「障害者当事者、その家族、ケアラー、コミュニケーションを支援する者に対し、
（中略）必要かつ合理的な配慮を行う」ことが明記されています。私たち歯科医療従
事者は、彼らの生活をより豊かにするため、口腔の健康を維持向上させることがで
きる、一番の支援者になれるはずです。
日本障害者歯科学会では、学会認定歯科衛生士が全国に379名います。私は他
にもいくつかの学会に所属していますが、学会場でこれほどの数の歯科衛生士さん
が歯科医師以上に活発に発表し、議論し、メモをとる学会を他に知りません。みな、
自分の担当する、十人十色の障害児者をどう支援するか悩みながらも、生き生きと
プライドをもって仕事をされているのです。障害者歯科における歯科衛生士は、ある
時は看護師、ある時は介護士、ある時は教育者の顔を持ちます。本学口腔生命福
祉学科卒業の皆さんは、歯科衛生士と社会福祉士のダブルライセンスを持ち、一番、
障害者に寄り添える立場にいるはずです。その力を是非、地域の歯科医院でも、施
設でも、行政でも十分に発揮し、地域の障害者歯科を牽引していただきたいと思い
ます。

今回はその一助となるよう、障害者歯科の基本的考え方の復習とともに、様々な
症例での歯科衛生士の対応力についてお話ししたいと思います。


